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平成 25年度各小委員会の進捗状況 
 

１．各小委員会の運営体制（平成 25 年度） 

ＥＴＶ事業の効率的な実施に資するため、実証事業運営委員会の下に（１）国際小

委員会、（２）実証技術分野見直し検討小委員会、（３）実証試験結果検証小委員会の

３つの小委員会を設置し（下図参照）、検討を行っている。 

 

注：各委員の氏名は敬称略 

◎：座長、※付は平成 24年度からの変更や追加 
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２．国際小委員会 

（１）目的 

 環境技術実証事業の国際動向を踏まえた事業のあり方を検討する。 
 
（２）平成 25 年度の検討状況 

国際標準化機構（ＩＳＯ）において、平成 25 年５月にＥＴＶの国際標準化の草案

を検討するワーキンググループ（ＷＧ）が立ち上げられ、ワーキングドラフトがメン

バー国に配布されるとともに、同年６月に第１回ＷＧ、同年 10 月に第２回ＷＧ、平

成 26 年１月に第３回ＷＧが開催され、これに参加した（→詳細は資料２-４-１～２-

４-６参照）。今後、平成 26 年５月に第４回ＷＧが開催される予定となっている。 

これに対する環境省としての対応方針等を協議するため、平成 25 年５月に第１回、

平成 25 年８月に第２回、平成 26 年２月に第３回小委員会を開催し、 

（ア）第１回ＩＳＯ－ＷＧのワーキングドラフトに対する対応 

（イ）第１回ＩＳＯ－ＷＧにおいて主張すべき日本のスタンス 

（ウ）第１回ＩＳＯ－ＷＧを踏まえ修正されたワーキングドラフト ver.0.1 に対す

るコメント 

（エ）主査（カナダ）よりドラフトに盛り込むことが提案された、「適合性評価」

に関するわが国の現状と対応の方向性 

（オ）ＩＳＯ－ＷＧドラフトと平成 25 年度事業実施要領の相違点の抽出と、平成

27 年度以降の事業実施要領改定に向けた論点整理 

（カ）ＥＴＶの国際動向に関する次年度の対応の方向性 

等について検討を行った。 

 

（３）今後の予定 

引き続き、次年度内に開催予定の計３回のＩＳＯ－ＷＧと１回のＩＷＧ－ＥＴＶ、

２か月ごとに開催される電話会議に参加する。また、必要に応じ、各国の実証事業担

当者にコンタクトを取り、電話・メール・直接の面談等により、最新情報の把握等に

努める。 

また、ＩＳＯ－ＥＴＶの方向性が概ね定まり、ドラフト上の具体的な文言の修正の

フェーズに移行しつつあり、ＩＳＯ－ＷＧ当日の議論で決まる要素が大きくなってき

ているため、引き続きエキスパート（国際小委員会・岡田座長）にも同行いただき、

ご助言等をいただきながら、臨機応変に対応していく。 

ドラフト内での実証機関、テスト機関、外部委託先の要件に関する規定については、

現段階で国内ＥＴＶに与える影響が最も大きい論点と考えられるため、継続的に議論

の動向をウォッチしていく予定。 
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回 主な議事 主な検討概要 

第１回 

平成25年

５月30日

（木） 

・第１回ＩＳＯ－ＷＧのＷ

Ｇドラフトに対する対

応について 

・第１回ＩＳＯ－ＷＧにお

いて主張すべき日本の

スタンスについて 

メンバー国に配布されたワーキングドラフ

トを踏まえ、国内ＥＴＶとの相違点と第１回

ＩＳＯ－ＷＧにおける要確認事項、要主張事

項について検討した。 

また、ワーキングドラフト以外で日本とし

て主張しておくべき事項について検討を行

い、それを踏まえ、日本のスタンス等説明資

料の構成等を整理した。 

第２回 

平成25年

８月26日

（月） 

・ＷＧドラフト ver.0.1

に対するコメントにつ

いて 

・適合性評価に関するわが

国の現状と対応の方向

性について 

第１回ＩＳＯ－ＷＧの議論をもとに修正さ

れたＷＧドラフト ver.0.1 を踏まえ、ドラフ

トの記載事項に対する個別論点とその対応方

針を検討し、ＩＳＯ－ＷＧに提出するコメン

トの環境省案を整理した。 

また、主査（カナダ）よりドラフトに盛り

込むことが提案された、「適合性評価」に関す

るわが国の現状と対応の方向性を検討した。 

第３回 

平成26年

２月26日

（水） 

・平成 27 年度以降の環境

技術実証事業実施要領

の改定について 

・次年度の対応の方向性に

ついて 

ＩＳＯ－ＷＧ内での方向性が概ね明らかと

なった事項について、ＩＳＯ－ＷＧドラフト

と平成 25 年度事業実施要領の相違点を抽出

し、平成 27 年度以降の事業実施要領改定に向

けた論点整理を行った。 

また、ＩＳＯ－ＥＴＶに関する今後のスケ

ジュールを踏まえ、次年度の対応の方向性に

ついて検討した。 

 
３．実証技術分野見直し小委員会 

（１）目的 

新規技術分野の設定及び既存技術分野の見直しに向けて、その検討プロセスと検討

結果の有効性、妥当性の確保を目的として、以下の検討を行う。 

①平成 27 年度以降の新規技術分野の設定について、技術分野設定の観点の見直し

を含めた検討 

②既存の技術分野設定のあり方（統合・休廃止等を含む）に係る検討 

 

（２）平成 25 年度の検討状況 

平成 26 年２月に第１回、平成 26 年３月に第２回小委員会を開催し、 

（ア）環境技術の開発者側のシーズ調査、ユーザー側のニーズ調査の実施 
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（イ）有望な新規技術分野の方向性に関する検討 

（ウ）既存の技術分野設定のあり方の方向性に関する検討 

（エ）ＥＴＶと環境省内の経済的手法の連携可能性に関する検討 

（オ）実証技術分野見直しに関する次年度の検討の方向性 

等について検討を行った。 

 

回 主な議事 主な検討概要 

第１回 

平成26年

２月13日

（木） 

・開発者・ユーザーへのア

ンケート調査結果 

・平成 27 年度新規技術分

野の設定の方向性につ

いて 

・平成 27 年度対象技術分

野の再構築に向けた方

向性について 

昨年度小委員会で検討した調査計画及び調

査票に基づき実施した、代表的な開発者・ユ

ーザーへのアンケート調査結果を踏まえ、平

成27年度新規技術分野の設定の方向性につい

て検討した。 

また、既存技術分野の休止・統合に係る観

点について検討するとともに、技術分野設定

の観点ごとに既存技術分野に関する情報整理

を行った。 

第２回 

平成26年

３月13日

（木） 

・ＥＴＶと環境省内の経済

的手法の連携可能性に

ついて 

・次年度の検討の方向性に

ついて 

環境技術への経済的インセンティブ施策

（補助事業、技術開発事業等）における、「対

象技術やその性能水準の設定等に当たり、何

らかの裏付けが欲しい」とのニーズに対応す

るため、既往のＥＴＶ事業またはニーズアン

ケートで抽出された有望分野候補と、環境省

内の経済的手法との連携可能性について検討

を行った。 

また、今年度までの検討状況を踏まえ、次

年度の対応の方向性について検討した。 

 

（３）今後の予定 

「ＥＴＶと環境省内の経済的手法の連携可能性」については、今年度検討した当面

の重点検討候補との連携を中心に、更なるニーズ把握・提案を行い、具体的な実現可

能性等を精査していく。 

また、「平成 27 年度対象技術分野の再構築等に向けた方向性」については、今年度

小委員会で挙げられた有望分野候補を中心に、技術分野設定の観点ごとに情報整理を

行い、新規技術分野としての設定可能性を精査するとともに、平成 27 年度対象技術

分野の再構築に向けて、以下の手順で検討を行う予定。 

（ア）分野見直し小委員会において、既存技術分野の休止・統合に係る観点及び検

討プロセスを精査する。 
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（イ）実証機関協議会において、上記（ア）の検討結果を報告する。 

（ウ）分野見直し小委員会において、休止・統合に当たっての優先度評価を行う。 

（エ）優先度評価の結果を踏まえ、運営委員会において具体的な休止・統合（案）

を検討する。 

（オ）環境省において、最終的な休止・統合策を決定する。 

 

４．実証試験結果検証小委員会 

（１）目的 

報告書としての客観性、第三者性を確保しつつ、広報媒体としての「有効性」や「妥

当性」を高めていくため、以下の検討を行う（報告書の検証には、「技術的適切性」

の視点も挙げられるが、この点は実証機関が担う）。特に下記①、②の検討事項につ

いては、平成 24～26 年度の３か年で、実証機関と実証運営機関の間で試行的に運用

し、課題を見直すことで、作成要領及びチェックリストの策定を目指す。 

①実証試験結果報告書の作成要領の検討 

②実証試験結果報告書の検証用チェックリストの検討 

③実証試験結果報告書と広報資料（旧称・実証冊子）の位置づけ、広報資料の構成

等の改善案の検討 

※参考：本資料における『適切性』、『有効性』、『妥当性』の定義： 

・技術的適切性：資料に間違いや齟齬がなく、資料の狙いを適切に読者に伝えること

ができるか？ 

・有効性：「『第三者実証』の趣旨を体現した、実証試験結果の正確な報告」と「実証

済技術や当該技術分野の普及拡大」を両立可能な実証試験結果報告書及び実証冊子

を目指す上で、当該資料が十分な効果を上げることが期待できるか？ 

・妥当性：使用される場面や用途等を想定した場合に、当該資料がその目的を達成す

ることができるか？ 

 

（２）平成 25 年度の検討状況 

平成 25 年６月に第１回、平成 26 年３月に第２回小委員会を開催し、（ア）平成 25

年度の報告書作成要領や（イ）各広報媒体（紙媒体）のターゲット・用途等の改善等、

（ウ）報告書作成要領に基づいて作成された実証試験結果報告書素案の検証等に関し

て検討を行った。 

今年度の試行運用の結果、実証試験結果報告書の有効性や妥当性に関して更なる改

善が見られた一方で、 

ａ．各技術分野の特性を踏まえつつ、実効性のある報告書作成要領としていくため

に、ⅰ）過年度と同様に内規的に扱う、ⅱ）技術分野ごとに内容を吟味して実

証試験要領に盛り込む、ⅲ）事業実施要領に盛り込むのいずれの位置づけとす

るのがよいか 
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ｂ．報告書概要編について、広報資料の分量を減らし、実証申請者等における営業

資料として使いやすいものとするために、各技術分野の特性を踏まえつつ、ど

のような様式としていくのがよいか 

等が検討課題として確認された。 

上記③の検討事項については、上記ｂ．の課題に対応するため、平成 25 年度広報

資料において、ご協力いただける技術分野を対象に、試行的に実証試験結果報告書概

要部分を見開き２ページ程度の個票形式に切り替えることを検討した。 

 
回 主な議事 主な検討概要 

第１回 

平成25年

６月20日

（木） 

・実証試験結果報告書

作成要領 Ver1.1（試

行案）等について 

・各広報媒体のターゲ

ット・用途等の改善

について 

平成 24 年度実証試験結果報告書の試行的な検

証結果を踏まえ、各実証機関に対し行った意見照

会結果への対応方針や、それを踏まえた平成 25

年度の報告書作成要領、検証作業のスケジュール

等について検討した。 

また、実証済技術や当該技術分野の普及拡大に

向けて、各広報媒体（事業リーフレット、実証冊

子、実証試験結果報告書）が最大限に機能する資

料となるよう、資料の位置づけ（ターゲット・用

途等）を再検討するとともに、平成 23 年度広報

資料での到達点と課題を踏まえ、平成 24 年度広

報資料の作成方針と基本構成について検討を行

った。 

第２回 

平成26年

３月14日

（金） 

・実証試験結果報告書

の作成要領及びその

チェックリストの試

行運用結果について 

・検証による改善課題

と対応方針について 

・実証試験結果報告書の作成要領とそのチェック

リストの試行運用の結果から抽出された、６つ

の課題と対応方針について、検討した。 

 

 

（３）今後の予定 

第３回環境技術実証事業運営委員会で検討いただいた（→詳細は資料３-１～３-

８を参照）上で、平成 26 年度も引き続き、実証試験結果報告書の作成要領とそのチ

ェックリストを試行運用するとともに、上記③の検討事項も含め、ＥＴＶの国際動向

や実証機関協議会での各実証機関の御意見を踏まえながら、見直しを図っていく。 


